
下田市

サテライトオフィス等整備費補助金

補助金額
最 大

50万円

事業者の皆様が行う多様な働き方を促進し、市内の雇用の場の確保、地
域経済の活性化及び移住・定住の促進を図るため、サテライトオフィス
等を整備する費用の一部を補助します

（詳細は裏面をご覧ください）

【お問合せ先】

下田市 産業振興課 地域経済促進係
0558-22-3914
sangyou@city.shimoda.lg.jp

申請をご検討の方は、事前に産業振興課までお問合せください。

ホームページはこちら



補助要件等

【対象者】
補助対象者は、次の要件をすべて満たす方となります。
・本市に本社又は事業所を設置していないこと。 
・下記の要件のいずれかに該当するものであること。
ア サテライトオフィス等に常勤の役員又は常勤被雇用者を１人以上配置することができる事業者であること。
ただし、サテライトオフィス等を開設する事業者が個人の場合は、その者を含むことができる。
イ 市外から市内に本社等を移転する事業者で、事業の業種が要綱別表第１に掲げる業種※のいずれかに
該当するＩＣＴ・サービス関連事業であること。
・納税義務がある市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。 
・サテライトオフィス等として３年以上運用することを誓約できること。 
・事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 
・サテライトオフィス等の設置が、都市計画法、建築基準法、その他の関係法令に違反していないこと。 
・下田市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
※【補助対象者（本社移転要件）の対象業種】
◯情報通信業（例：ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、出版業、映像情報製作・配給業 など）
◯学術研究、専門・技術サービス業（例：広告業、経営コンサルタント業、税理士事務所、デザイン業、商品非破壊検査業、機械設計業 など）
◯職業紹介・労働者派遣業（例：職業紹介業、労働者派遣業）
※上記要件を満たす場合でも以下に該当する場合は補助の対象になりません。
・貸金業を行う者 
・商品先物取引に関する事業を行う者 
・連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売その他これに類する方法により物品の販売、役務の提供その他行為を行う者 
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第２項に規定する風俗営業者 
・政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者 

・前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 

【補助額と補助対象経費】

補助額：上限50万円（対象経費の１/２※1,000円未満切捨）
補助対象経費：改修費、備品購入費

※静岡県の「ICT・サービス関連企業進出事業費等補助金」との併用も可能です。

申請方法

補助金交付の流れ
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「下田市サテライトオフィス等整備費補助金交付申請書」に次の必要書類を添えて申請してください。

・下田市サテライトオフィス等整備計画書（様式第２号）
・補助対象経費の見積書
・サテライトオフィス等の整備に着手する前の物件、設備等の状況が確認できる写真
・履歴事項全部証明書又は開業等の届出書の写し
・整備後の平面図（完成後のレイアウト等を明示した平面図）
・整備を行う物件所有者の改修工事同意書（様式第３号）（賃貸の場合）
・賃貸借契約書の写し（賃貸の場合）
・整備を行う物件所有者を明らかにする書類
・市区町村税の滞納のない旨を証明する書類
・誓約書（様式第４号）

県補助金の詳細はこちら☞

交付申請書 実績報告書
整備に係る領収書等
整備後の写真
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